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告 示

�愛媛県告示第７６号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� ２－（エチルアミノ）－２－（２－フルオロフェニル）シク

ロヘキサン－１－オン及びその塩類

【通称名】２Ｆ－ＮＥＮＤＣＫ、２Ｆ－２ＯＸＯ－ＰＣＥ、２－

ＦＸＥ、２－ｆｌｕｏｒｏｄｅｓｃｈｌｏｒｏ－Ｎ－ｅｔｈｙ

ｌ－ｋｅｔａｍｉｎｅ

� ２－［（４－メトキシフェニル）メチル］－５－ニトロ－１

－［２－（ピロリジン－１－イル）エチル］－１Ｈ－ベンゾ

［ｄ］イミダゾール及びその塩類

【通称名】Ｍｅｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ、Ｎ－Ｐｙｒｒｏｌｉ

ｄｉｎｏＭｅｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ

� （８Ｒ）－６－アリル－１－（シクロプロパンカルボニル）

－Ｎ，Ｎ－ジエチル－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カ

ルボキシアミド及びその塩類

【通称名】１ｃＰ－ＡＬ－ＬＡＤ

� （８Ｒ）－１－（シクロプロパンカルボニル）－Ｎ－メチル

－Ｎ－（プロパン－２－イル）－６－メチル－９，１０－ジデヒ

ドロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びその塩類

【通称名】１ｃＰ－ＭｉＰＬＡ、１ｃＰ－ＭＩＰＬＡ

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

令和７年２月６日

�������
�愛媛県告示第７７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

愛媛県喜多郡内子町五十崎、重松、大瀬東、大瀬中央、五百木地域

に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項において

準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業

変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・内子地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

令和７年２月１０日から３月１１日まで

３ 縦覧場所

内子町役場内子分庁

�������
�愛媛県告示第７８号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町高野子６０９、６１１の１、６１２の１、６１３の１、６１４か

ら６１７まで、６２８から６３２まで、６３４の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

発 行 愛 媛 県
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３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町高野子６０９・６１１の１・６１４・６１６・６３０から６３２まで

（以上７筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７９号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

宇和島市吉田町立間字高城２番耕地６７１、４番耕地８４の１、４

番耕地８４の２、４番耕地８５、４番耕地８６の１、４番耕地８６の２、

４番耕地８６の６、４番耕地８７、４番耕地８８の１、４番耕地８８の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字高城２番耕地６７１・４番耕地８８の２（以上２筆について

次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

今治市玉川町木地字コマンコエ辛８の１０

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第８１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

今治市玉川町�谷字クララケ谷乙１０９の５、乙１０９の６
２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第８２号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（愛媛県東予地方局農林水産振興部水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

愛媛県四国中央市川之江町４１００番
地７３

三 好 行 紀

愛媛県四国中央市川之江町１２９３番
地

松 本 勇 三

愛媛県四国中央市川之江町１４８４番
地

三 好 俊 司
川 之 江 愛媛県漁業協同組合

愛媛県四国中央市三島宮川一丁目
２番地１０

大�保 成 康

愛媛県四国中央市寒川町９１番地１

武 村 正 博

愛媛県四国中央市三島中央一丁目
１５番地１７

武 村 和 孝
三 島 愛媛県漁業協同組合

愛媛県四国中央市寒川町９０９番地
１

宮 崎 直 道

愛媛県四国中央市寒川町９４２番地
１

青 木 茂 道

愛媛県四国中央市寒川町９２７番地
２

受 川 哲 也
寒 川 愛媛県漁業協同組合

愛媛県新居浜市大島１４７２番地

中 山 明

愛媛県新居浜市大島１４６７番地５

中 山 政 照

愛媛県新居浜市多喜浜三丁目２番
地１６

中 山 祐 樹
大 島 愛媛県漁業協同組合
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６４

愛媛県新居浜市黒島二丁目５番６０
号

宮 崎 朝 勝

愛媛県新居浜市角野新田町一丁目
１３番３号

矢 野 孝

愛媛県新居浜市黒島二丁目３番１２
号

曽我部 直 俊
多 喜 浜 愛媛県漁業協同組合

愛媛県新居浜市港町２０番地２７

井 上 毅 啓

愛媛県新居浜市上泉町６番地３３

佐 藤 将 則

愛媛県新居浜市港町１８番地９

秋 月 勇 弥
新 居 浜 愛媛県漁業協同組合

愛媛県西条市明屋敷７３７番地

藤 田 大三郎

愛媛県西条市本町９４番地

宮 嶋 義 則

愛媛県西条市神拝乙１２７番地２７

藤 田 隆 史
西 条 愛媛県漁業協同組合

（愛媛県東予地方局農林水産振興部今治支局水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

愛媛県今治市桜井五丁目１３番４３号

角 南 良 彦

愛媛県今治市桜井一丁目４番４７号

野 村 正 敏

愛媛県今治市桜井一丁目５番３４号

長 井 貴 之
桜 井 愛媛県漁業協同組合

愛媛県今治市大浜町三丁目４番５１
号

広 瀬 征 伸

愛媛県今治市大浜町一丁目５番１２
号

桧 垣 繁 信

愛媛県今治市大浜町一丁目５番３６
号

山 内 仁 �
大 浜 愛媛県漁業協同組合

愛媛県今治市波止浜１１番地５８

金 守 武 彦

愛媛県今治市波止浜１１番地５６

西 川 正 志

愛媛県今治市来島６１１番地

片 上 勝 允
来 島 愛媛県漁業協同組合

愛媛県今治市吉海町名５３５４番地２

村 上 幸 雄

愛媛県今治市吉海町椋名５５６番地

塩 見 敏 和

愛媛県今治市吉海町椋名５５１番地

喜 田 皓 夫
渦 浦 愛媛県漁業協同組合

愛媛県今治市吉海町仁江２０５６番地
６

渡 辺 剛 史

愛媛県今治市吉海町仁江２１７０番地

渡 辺 容 平

愛媛県今治市吉海町仁江２０５７番地
１

渡 辺 龍 二
津 倉 愛媛県漁業協同組合

愛媛県今治市伯方町有津甲２３２１番
地

岡 田 興 治

愛媛県今治市伯方町伊方甲番外６
番地１７

本 岡 正 己

愛媛県今治市伯方町有津甲１４０８番
地１

野 間 寛 紀
伯 方 愛媛県漁業協同組合

愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地
２３１番地１

佐 伯 雅 彦

愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地
９６２番地

大 林 好

愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地
１７６番地

三 上 和 也
魚 島 愛媛県漁業協同組合

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削８４
６番地２

岡 島 政 則

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１１
４番地

貴 田 勝

愛媛県越智郡上島町弓削土生４番
地

北 舛 一 夫
弓 削 愛媛県漁業協同組合

愛媛県越智郡上島町岩城２２６２番地
３

濱 礒 公 男

愛媛県越智郡上島町岩城１６３６番地

田名後 均

愛媛県越智郡上島町岩城２４１３番地
１

長 田 三 男
岩 城 生 名 愛媛県漁業協同組合

愛媛県今治市関前岡村甲８７８番地
１

山 口 松 二

愛媛県今治市関前岡村甲４０番地４

須 賀 弘 喜

愛媛県今治市関前岡村甲１３番地１

川 辺 孝 義
関 前 愛媛県漁業協同組合

愛媛県今治市波方町波方甲２７７７番
地２

大 木 謙 二

愛媛県今治市波方町波方甲２７４１番
地５

西 元 良 司

愛媛県今治市波方町波方甲２６２０番
地２

須 賀 和 泉
波 方 愛媛県漁業協同組合

愛媛県今治市波方町小部甲７１３番
地１

菊 川 力

愛媛県今治市波方町小部甲６９０番
地

木 村 新 吾

愛媛県今治市波方町小部甲１０６番
地１

菊 川 晴 史
小 部 愛媛県漁業協同組合

愛媛県今治市大西町新町甲６５８番
地３

阿 部 建 悟

愛媛県今治市大西町別府５６５番地

安 野 五 洋

愛媛県今治市大西町紺原甲８６３番
地

白 石 一 三
大 西 愛媛県漁業協同組合

愛媛県今治市菊間町田之尻７６５番
地

越 智 浩 之

愛媛県今治市菊間町田之尻６０３番
地

越 智 欽 哉

愛媛県今治市菊間町浜１８８番地

大 木 仁 志
菊 間 愛媛県漁業協同組合

（愛媛県中予地方局農林水産振興部水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

愛媛県松山市安居島甲１１９番地１

大 内 達 也

愛媛県松山市北条３４番地１

大 内 忠 次

愛媛県松山市北条９００番地１０

長 嶋 清 員
安 居 島 愛媛県漁業協同組合

愛媛県松山市門田町７５４番４号

上 田 房 和

愛媛県松山市由良町１１６３番４号

松 浦 和 也

愛媛県松山市由良町１１７４番地

石 田 憲 一
興 居 島 松山市漁業協同組合

愛媛県松山市堀江町甲８６４番地３９

福 島 伊奈男

愛媛県松山市堀江町甲７６６番地８１

高 橋 孝 次

愛媛県松山市堀江町甲８６４番地８３

猪 田 宗 昌
堀 江 松山市漁業協同組合

愛媛県松山市住吉二丁目１番２１号

香 川 公 男

愛媛県松山市中須賀一丁目１５番３
号２０１

丸 田 貴 幸

愛媛県松山市三津二丁目１２番８号

金 元 関 雄
三 津 松山市漁業協同組合

愛媛県松山市和気町二丁目９５５番
地１

濱 田 英 次

愛媛県松山市和気町二丁目７４９番
地８

小 林 守

愛媛県松山市勝岡町８２番地１

岡 本 公 平
和 気 松山市漁業協同組合
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愛媛県松山市神田町２番４号

奥 田 博 司

愛媛県松山市住吉二丁目５番５号

奥 田 光 弘

愛媛県松山市三津三丁目４番４３号

清 水 綱 雄
三 津 愛媛県漁業協同組合

愛媛県松山市西垣生町１７１１番地３

中 矢 源 孝

愛媛県松山市西垣生町１７１１番地６

中 矢 勤 武

愛媛県松山市西垣生町１５３３番地

中 矢 市 郎
今 出 愛媛県漁業協同組合

愛媛県松山市和気町二丁目９２９番
地の５

中 村 幸 夫

愛媛県松山市和気町二丁目９２６番
地の１２

上 野 和 隆

愛媛県松山市和気町二丁目８９０番
地の４０

広 井 有 理
和 気 ・
太 山 寺 愛媛県漁業協同組合

愛媛県伊予郡松前町大字筒井１２４４
番地３０

篠 崎 勇 紀

愛媛県伊予郡松前町大字筒井１２５３
番地

八 木 勇

愛媛県伊予郡松前町大字浜５１６番
地２

西 村 良 一
松 前 松前町漁業協同組合

愛媛県伊予市双海町高岸甲１３７４番
地

亀 田 佳 宏

愛媛県伊予市双海町高岸甲１４６７番
地１

� 保 浩 之

愛媛県伊予市双海町高岸甲１４７０番
地１

向 井 幸 男
上 灘 上灘漁業協同組合

愛媛県伊予市双海町串甲３６５５番地
２３

福 本 悟

愛媛県伊予市双海町串甲３６５７番地
５５

浜 田 浩 一

愛媛県伊予市双海町串甲３６５７番地
３８

豊 川 義 和
下 灘 下灘漁業協同組合

（愛媛県南予地方局農林水産振興部水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

愛媛県西予市明浜町田之浜甲１１５２
番地３

菅 原 巧 光

愛媛県西予市明浜町俵津１番耕地
２８９番地

酒 井 孫三郎

愛媛県西予市明浜町俵津１番耕地
２６８番地１

川 原 亨 介
明 浜 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市吉田町立間二丁目
２７０３番地７

水 本 太 郎

愛媛県宇和島市吉田町法花津八丁
目１８９番地１

赤 松 順 二

愛媛県宇和島市吉田町白浦２７５６番
地３

二 宮 愼 哉
吉 田 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市吉田町奥浦乙７１４
番地

渡 辺 駒 男

愛媛県宇和島市吉田町南君２９０３番
地

岡 山 和 志

愛媛県宇和島市吉田町奥浦甲３４８４
番地１

松 浦 登
奥 南 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市津島町北灘乙４８４
番地

田 島 直 也

愛媛県宇和島市津島町北灘甲９７０
番地

下 谷 清 貴

愛媛県宇和島市津島町北灘丁１２９７
番地１

斧 長 英
北 灘 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市下波６０８番地

山 本 徹

愛媛県宇和島市下波１３４３番地１

吉 見 繁 勝

愛媛県宇和島市下波９２８番地

影 山 俊 治
下 波 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市遊子２９１１番地

岩 本 佳 和

愛媛県宇和島市遊子３０４３番地

中 西 誠

愛媛県宇和島市遊子５３８３番地

田 中 � 仁
遊 子 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市蒋渕２７２５番地２

島 津 造

愛媛県宇和島市蒋渕１０４３番地

朝 倉 健 次

愛媛県宇和島市蒋渕９６５番地

赤 松 規
� 淵 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市戸島２５０８番地

�保田 壮 一

愛媛県宇和島市戸島２１２８番地

酒 井 陸 男

愛媛県宇和島市戸島２５２２番地

森 岡 庄 一
戸 島 第 一 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市戸島３７５４番地

小 内 雅 雄

愛媛県宇和島市戸島３９２０番地

佐々木 富 芳

愛媛県宇和島市戸島４００９番地

小 内 満 一
戸 島 第 二 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市日振島６４３番地

笠 岡 博 士

愛媛県宇和島市日振島３３２５番地

末 光 昭 彦

愛媛県宇和島市日振島４１８番地

安 部 功 一
日 振 島 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市蛤３６４番地２

広 沢 初 志

愛媛県宇和島市百之浦１２５９番地

河 野 源 一

愛媛県宇和島市本九島１８８０番地４

岡 島 千代洋
宇和島第一 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市平浦９９５番地１

山 下 大 介

愛媛県宇和島市石応１２３５番地

谷 口 清 三

愛媛県宇和島市小池１８４１番地

山 内 大 勇
宇和島第二 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市長堀二丁目２番２９
号

平 井 万 吉

愛媛県宇和島市明倫町四丁目６番
１８号

岡 崎 源

愛媛県宇和島市坂下津甲９７番地５

三 好 春 樹
宇和島第三 愛媛県漁業協同組合

愛媛県宇和島市三浦東１６００番地

増 田 研 治

愛媛県宇和島市三浦西３２４１番地

水 野 直 行

愛媛県宇和島市三浦西１０１５番地５

堀 田 充
三 浦 愛媛県漁業協同組合

（愛媛県南予地方局農林水産振興部愛南水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

愛媛県南宇和郡愛南町家串１０３８番
地

浅 野 豊

愛媛県南宇和郡愛南町油袋５５７番
地

仲 川 豊 和

愛媛県南宇和郡愛南町平碆１８０番
地

山 田 祐 樹
内 海 愛南漁業協同組合

愛媛県南宇和郡愛南町赤水６３番地
１３

中 田 健 史

愛媛県南宇和郡愛南町赤水４７５番
地１

清 水 照 �

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２９
００番地６

中 田 知 公
南 内 海 愛南漁業協同組合
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愛媛県南宇和郡愛南町脇本６８６番
地

小 嶋 大 介

愛媛県南宇和郡愛南町広見３３３１番
地２

馬 場 弘 之

愛媛県南宇和郡愛南町岩水１番地
７

山 � 淳
東 海 愛南漁業協同組合

愛媛県南宇和郡愛南町蓮乗寺３５５
番地９

田村水産有限会社
代表取締役 田 村 三喜男

愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙９９９
番地３

中 道 和 志

愛媛県南宇和郡愛南町鯆越２１２番
地

� 徳 孝 広
深 浦 愛南漁業協同組合

愛媛県南宇和郡愛南町船越１１７３番
地

長 岡 雄 一

愛媛県南宇和郡愛南町船越９０５番
地２

杉 本 寿

愛媛県南宇和郡愛南町中泊４８２番
地１

吉 田 昌 宏
西 海 愛南漁業協同組合

愛媛県南宇和郡愛南町�家２３番地
１

竹 田 勝 仁

愛媛県南宇和郡愛南町武者泊４３８
番地

山 田 一 男

愛媛県南宇和郡愛南町武者泊５９１
番地１

吉 田 基 也
福 浦 愛南漁業協同組合

愛媛県南宇和郡愛南町�良４０６３番
地６

竹 田 公 康

愛媛県南宇和郡愛南町�良１２１９番
地

浜 田 克 人

愛媛県南宇和郡愛南町�良６１０番
地

飯 田 幸 仁
� 良 �良漁業協同組合

（愛媛県南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

愛媛県西宇和郡伊方町串３７５－４

山 下 勝 吉

愛媛県西宇和郡伊方町正野２４６０番
地

堀 田 好 文

愛媛県西宇和郡伊方町正野２６７７－
１

渡 邊 君 一
三 崎 愛媛県漁業協同組合

愛媛県八幡浜市保内町磯崎２２３７番
地

田 中 豊 彦

愛媛県八幡浜市保内町喜木津２番
耕地３８７

上野山 隆

愛媛県八幡浜市保内町磯崎６８０番
地２

木 戸 淳
磯 津 八幡浜漁業協同組合

愛媛県八幡浜市保内町川之石１１番
耕地３３４番地２

稲 垣 憲 定

愛媛県八幡浜市保内町川之石１２番
耕地１４番地１

� 保 義 則

愛媛県八幡浜市保内町川之石１２番
耕地６０１

横 川 章 次
川 之 石 八幡浜漁業協同組合

愛媛県西予市三瓶町長早３番耕地
２６番地第１

松 本 芳 隆

愛媛県西予市三瓶町津布理９３２番
地

三 好 司

愛媛県西予市三瓶町蔵貫７８７番地

宇都宮 正 人
三 瓶 湾 八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和７年２月７日から２１日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

愛媛県東予地方局農林水産振興部
水 産 課 管 内 の 加 入 区

愛媛県東予地方局農林水産振興部
水 産 課

愛媛県東予地方局農林水産振興部
今治支局水産課管内の加入区

愛媛県東予地方局農林水産振興部
今 治 支 局 水 産 課

愛媛県中予地方局農林水産振興部
水 産 課 管 内 の 加 入 区

愛媛県中予地方局農林水産振興部
水 産 課

愛媛県南予地方局農林水産振興部
水 産 課 管 内 の 加 入 区

愛媛県南予地方局農林水産振興部
水 産 課

愛媛県南予地方局農林水産振興部
愛 南 水 産 課 管 内 の 加 入 区

愛媛県南予地方局農林水産振興部
愛 南 水 産 課

愛媛県南予地方局農林水産振興部
八幡浜支局水産課管内の加入区

愛媛県南予地方局農林水産振興部
八 幡 浜 支 局 水 産 課

�愛媛県告示第８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大島環状線

今治市吉海町福田１番２から

同町泊２２０８番２まで
旧 ７．２～２４．５ ０．０９４

今治市吉海町福田１番５から

同町泊２２０８番７まで
新 １５．８～３４．３ ０．０９４
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�愛媛県告示第８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８７号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和７年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 玉川菊間線

今治市菊間町河之内７９０番から

同町河之内７８８番地先まで
旧 ５．９～１１．１ ０．０２１

今治市菊間町河之内７９０番から

同町河之内７８８番地先まで
新 ７．８～１８．０ ０．０２１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 玉川菊間線
今治市菊間町河之内７９２番２から

同町河之内７８８番地先まで
令和７年２月７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町五百木２１８番５から

同町内子２４５７番４まで
令和７年２月７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町蔵貫浦１５４０番２から

同町蔵貫浦１５４４番４まで
令和７年２月７日

随意契約に係る物品等の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

ＩＣカード運転免許証作成
システム一式の賃貸借契約
及びＩＣカード運転免許証
等消耗品代（１枚当たり）
の単価契約

愛媛県警察本部警務部
会計課
愛媛県松山市南堀端町
２番地２

令和６年１２月２０日
東芝自動機器システムサ
ービス株式会社
神奈川県川崎市川崎区駅
前本町１２番地１

５，９１７，８２４円
（月額）

地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定による。

令和７年２月７日 発行


